
2．申請課題の評価  

1）公募課題の決定手順、決定について  

公募課題については、各研究事業の評価委員会において課題の検討を行い、  

その意見を基に、各研究事業を所管する部局の科学技術調整官が厚生科学課（プ   

ログラムオフィサーを含む）と調整の上、課題の選定を行い、厚生科学審議会   

科学技術部会において審議、決定する。公募課題は、行政施策の科学的な推進、   

技術水準の向上のために必要性の高いものについて検討することとしている。  

2）研究課題の評価  

厚生労働科学研究費補助金の評価は、「厚生労働省の科学研究開発評価に係る   

指針」、「厚生労働科学研究費実施要項」に基づき行われる。  

研究の透明性の確保と活性化及び公正な執行を図ることを目的とし、研究課   

題ごとに、事前評価委員会、中間・事後評価委員会を設置している（委員：10   

～15名程度）。なお、評価委員名簿は、ホームページ上で公開している。  

提出された研究開発課題は、各研究事業の評価委員会において、専門家によ   

る専門的・学術的観点と、行政担当部局の行政的観点から評価を行っている。  

また、書面審査を基本とし、各評価委員会の判断によりヒアリングを実施し   

ている。（図8参照）  
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3）評価の観点   

それぞれの研究事業の評価委員会において、次に掲げる観点から評点を付け、  

評価を行っている。  

3－1）事前評価  

1．専門的・学術的観点からの評価  

（D研究の厚生労働科学分野における重要性  

②研究の厚生労働科学分野における発展性  

③研究の独創性・新規性  

④研究目標の実現性・効率性  

⑤研究者の資質、施設の能力  

2．行政的観点からの評価  

①行政課題との関連性  

②行政的重要性  

③行政的緊急性  

3．総合的に勘案すべき事項  

①研究の倫理性（倫理指針への適合等）  

②エフォート等  

③研究実績の少ない者（若手等）への配慮  

3→2）中間評価  

1．専門的■学術的観点からの評価   

①研究計画の達成度   

②今後の研究計画の妥当性・効率性   

③研究継続能力   

2．行政的観点からの評価   

期待される厚生労働行政に対する貢献度など   

3．総合的に勘案すべき事項   

①研究の倫理性（倫理指針への適合等）   

②今後の展望等  
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3－3）事後評価  

1．専門的・学術的観点からの評価   

①研究目的の達成度（成果）   

②研究成果の学術的・国際的・社会的意義   

③研究成果の発展性   

④研究内容の効率性   

2．行政的観点からの評価   

期待される厚生労働行政に対する貢献度など   

3．総合的に勘案すべき事項   

①学術雑誌への発表、特許の出願状況等について   

②今後の展望  

厚生労働科学研究責の評価システム  

委員会での暮面評価   

細手兵会において、研究瑚  
全体の鞘を行う。  
○研究練tごとの絆価点を考   
■しつつ、総合的に騨■を行   
う。  

○採択霹1及びE分繊の決定  

厚生労働省  
各研究事業担当課   

（事務局）  

1鮒声書書送  

付  

必要に応じて実施  

委員会での   
ヒアリング尊   

大規換な研究開発  
課七輪、必事tこ応じ  

て、ヒアリングを実施。  
総合絆優に基づき  
繹■の採択、配分額  
の決定を行う。  

各脚者は各腰t毎に数段隋の評点で鞘。  
腑  
次に縄げる観点から鮮点を付ける。  

1書門的・学仰観点からの紺  
①研究のす生労●科学分野における壬≠性  
②研究の厚生労■科学分野＝おける集■性  
③研究の独飼性・相性  
④研究巨■の実現性・効率性  
（竪研究書の責F、施設の能力  

2，行帥観点からの細  
（宣）行政＃tとの関連性  

御子故的重要性  
（針子数的緊急性  

3 総合的に勘稟すべき事項  
（亘：研究の●理性（●篭絡針への適合専）  

②エフォート嶋  
③研究実はの少ない書（警手嶋）への配慮  

①外榊  
②研究分野の専門青・書  
門書以外の肴■書・す  
生労■省の関係♯爬の  
■員により■成  

③25研究事圭ごとに毅青  

④委員10－15名種皮  
⑥積言開保有の綿  
⑥年齢・所賃欄順卜性潮間  
lこ鵬  

図8  
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3．その他の取組事項  

1）倫理指針の遵守等  

各府省や学会の定める倫理指針に適合しているか、又は倫理審査委員会   

の審査を受ける予定であるかを確認する等により、研究の倫理性について   

検討している。  

医学研究に係る厚生労働省関連の指針についてホームページで公開。  

2）被評価者に評価結果を通知（平成10年以降）  

3）若手研究者への配慮  

研究の評価にあたっては、これまで研究実績の少ない者（若手研究者等）  

についても、研究内容や計画に重点を置いて的確に評価し、研究遂行能力  

を勘案した上で、研究開発の機会が与えられるように配慮するよう指針で  

定めている。一部の研究事業において若手研究者（36歳以下）を対象とし  

た枠を設定している。  

4）間接経費の計上  

3．000万円以上の新規研究課題を対象に研究費の30％の間接経費を導入  

している。  

・平成17年度（実績）：18億円  

5）大学院博士課程学生への支援  

研究者を対象とした制度であり、大学院生への支援措置はないが、実験  

補助等に対する賃金を支払うことは可能としている。  
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4．申請と採択の状況  

平成17年度実績では、課題の採択率（新規、継続合わせて）は、約45・7％  

となっている。（9裏表参照）   

新規課題 応募 2，247件 採択 582件 （採択率 25．9％）   

継続課題 応募  838件 採択 828件 （採択率 98．8％）  

5．厚生労働科学研究の推進事業   

1）外国人研究者招暗事業   

当該分野で優れた研究を行っている外国人研究者を招暗し、海外との研究協   

力を推進している。   

2）外国への日本人研究者派遣事業   

国内の若手日本人研究者を外国の研究機関及び大学等に派遣し、当該研究課  

題に関する研究を実施することにより、わが国における当該研究の推進を図っ   

ている。   

3）リサーチレジデント事業（若手研究者育成活用事業）  

主任又は分担研究者の所属する研究機関に当該研究課題に関する研究に専念  

する若手研究者を一定期間（原則1年、最長3年まで延長）派遣し、当該研究   

の推進を図っている。将来のわが国の研究の中核となる人材を育成するための   

事業を行っており、年間400名以上を派遣している。   

4）その他  

研究成果発表会や、研究事業毎のパンフレット作成等を行っている。  
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6．公表に関する取組   

1）研究事業に関連する情報の公表  

厚生労働省ホームページ上で、次の事項を公開している。   

・事業概要、募集要項、評価指針   

・評価委員会委員名簿   

・採択研究課題名、主任研究者、交付金療   

2）研究成果の公表  

研究報告書を厚生労働省図書館、国会図書館、国立保健医療科学院等に配布   

し、保管・公表するほか、国立保健医療科学院ホームページ上で、研究課題、   

研究者名、研究成果（報告書本文等）を含み、検索も可能な厚生科学研究成果   

データベースを公開しており、平成17年5月9日から15万件以上（平成18年   

5月現在）のアクセスがある（図9）。  

「り三l島ヽ≡「子→■こ■：」’茅雪1ニリ■良二 ∴J一山ご‘－、二  

Jミニ・   －  ： ト●、  ・  ・．．・＼  

膚■データヘーユ  

蟹髪質柴草  ．報怠蝿智建学嘩き諺腎啓確～  

鱗翠健吉十傑 さ淫・芝電三才－き ヰーし」野澤’華   

、‘．て 鱒†、二さ．■：▲‘㌍怒号で嘩  

ば膏馬車教が凋純絹閥－㍍紅絹昔  

≡轡，貪 ◆  

盛軒凍メ攣   

図9．厚生労働科学研究成果データベース  
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各研究事業の概要  

評価対象である4研究分野18研究事業の各研究事業は、次の通りである。  
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＜l．行政政策研究分野＞  

行政政策研究分野は、厚生労働行政施策の直結する研究事業である「行政政  
策研究事業」と、社会的要請が強く緊急性のある課題に関する研究を支援する  
「厚生労働科学特別研究事業」から構成されている。  

研究事業   研究領域   
17年度予算額（百万  

円）   

政策科学推進   658，929  

統計情報高度利用総合   27．495  

1．行政政策  社会保障国際協力推進   38，722  

国際医学協力研究   167．795  

国際危機管理ネートワーク強化   71．531   

2．厚生労働科学特別研究  368，261   
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